
クレーン操作が必要な開放機器をご利用になる方へ

開放機器利用におけるクレーン操作についてのお願い

　開放機器を安全にご利用いただくためのお願いです。

　開放機器をご利用いただくにあたり、クレーン操作が必要な場合には、次の

有資格者による操作が必要です。

・クレーン運転に必要な資格（つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転業務）

・玉掛け業務に必要な資格（作業内容によって、必要な資格が違います。）

　クレーンをご利用になる場合には、資格を確認できる証明（特別教育修了証

等）をご提示いただきますよう、よろしくお願いいたします。

　なお、本件について、ご相談等がございましたら、ご利用いただく機器の担

当者まで、ご連絡ください。
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